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つくばみらい市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和元年６月１０日（月）午後１時３０分から午後２時１５分 

 

２．開催場所 つくばみらい市役所谷和原庁舎２階 第１・第２会議室 

 

３．出席者 

  農業委員（８人） 

会   長  １０番 齊 藤 常 夫 

会長職務代理  ５番 中 山 雅 史 

 委   員  ２番 萓 橋 敏 男 

 委   員  ３番 飯 泉 秀 夫 

 委   員  ６番 前 島 守 

 委   員  ７番 菊 地 典 夫 

 委   員  ８番 羽 田 茂 

 委   員  ９番 矢 口 剛 

   

農地利用最適化推進委員（９人） 

委   員    大 山 謙 吉 

委   員    榎 田 実 

委   員    文 隨 靖 

委   員    中 島 一 郎 

委   員    小 菅 庄 一 

委   員    吉 田 義 博   

委   員    豊 島 芳 夫 

委   員    羽 田 貞 義 

委   員    飯 泉 博  

 

   農業委員会事務局職員（３人） 

  事務局長補佐   石 神 正 夫 

 主   査    大久保慎太郎 

係   長   村 田 晃 良 

 

４．欠席委員 

農業委員 
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 海老原 茂 

栗 原 哲 

 

農地利用最適化推進委員 

飯田 一夫 

 

５．傍聴者 

   なし 

 

６．議案 

  議案第１号  農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について 

  議案第２号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可について 

  議案第３号  非農地証明発行可否について 

  議案第４号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

         の決定について（利用権設定） 

 議案第５号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

         の決定について（中間管理事業） 

  議案第６号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による 

         農用地利用配分計画（案）の意見聴取について 

  報告事項 

①農地法第５条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対する 

         専決処分について 

        ②農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書について 

        ③制限除外の農地の移動届について 

                          

７．会議の概要 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐）    

   それでは，ただいまより令和元年６月定例総会を開会いたします。 

 携帯電話等につきましては，電源を切るか，マナーモードにしていただきますようお

願い致します。 

  それでは，はじめに齊藤会長より皆様にご挨拶申し上げます。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  皆さん大変ご苦労様でございます。田植えの方も一段落したかと思います。ただ麦

を作っている方は雨が降っていますが刈入れの時期で大変忙しくなると思いますし，

こういった中で総会に出席していただき誠に有難うございます。又本日の総会には農

地利用最適化推進委員の方にも出席して頂いておりまして，本当にご苦労様でござい

ます。 

さて先月の総会以降，農業委員会の各種会議がございました。５月２１日，２２日に
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は茨城県農業会議の農業委員会会長・事務局長会議，そして２３日に農業委員会つくば

地域協議会総会，２７日に全国農業委員会会長大会，３０日に農業委員会県南連絡協議

会等々の会議がありました。それぞれ令和元年度の活動計画が承認されたわけですが，

本来であればここで詳細を報告するところですが時間の都合もありますので割愛させ

ていただきます。 

大方の内容は，ご存知の通り農地中間管理事業の５年後見直しがありまして通常国会

で承認されたわけですけれども，農業委員会の組織が農地所有者の意向把握や地域の話

し合い活動に積極的に取り組むことを明確化・重点化されたわけであります。これらを

踏まえて農業委員会は積極的に地域農業のけん引役して自覚をもって活動していくと

いうことであります。 

つくばみらい市も，今取り組もうとしている農地の全筆調査を完全実施していく。そ

れから人農地プランへの積極的な参加をして農業委員会としての役割を果たしていき

たいと思いますので皆さんのご協力をお願いしたいと思います。 

本日の総会は，議案６件と報告事項３件となっています。皆様の慎重な審議をお願い

しまして，簡単ですが挨拶と致します。よろしくお願いいたします。 

   

１．事務局（石神事務局長補佐） 

ありがとうございました。本日は１番海老原茂委員，４番栗原哲委員より欠席の通告

がございましたので報告いたします。本日の出席議員は農業委員１０名中８名であり，

委員の出席人数が定足数に達しておりますので会議は成立しております。推進委員では

飯田委員が欠席となっています。９名の出席をいただいております。 

それでは，つくばみらい市農業委員会会議規則第４条の規定により，議長は会長が務

めることとなっております。以降の議事進行は齊藤会長にお願いいたします。 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，暫時議事を進めさせていただきますので，皆様方のご協力をお願いしま

す。まず，議事録署名委員の選出ですが，私議長にご一任していただくことにご異議

はございませんか。 

  （異議なしの声） 

   異議なしの声がございましたので，早速指名させていただきます。 

   ５番中山職務代理，６番前島委員２名の方に議事録署名委員を選任いたします。 

   書記は，事務局でお願いします。 

   それでは議事に入ります，議案第１号「農地法第５条の規定による権利の設定，移

転の許可について」を議題といたします。 
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  事務局，説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保主査） 

   議案第１号「農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について」をご説 

  明いたします。 

   今月の農地法第５条の規定による転用許可申請は７件となっております。 

１ページをご覧ください。受付番号１番，申請理由は自己住宅建築のための売買となっ

ております。申請地は，板橋字花田久保２７１２番１，地目は登記，現況とも畑，面積

は３６７㎡，板橋字花田久保２７１２番７，地目は登記，現況とも畑，面積は２５㎡，

合計２筆 ３９２㎡でございます。 

続きまして受付番号２番，申請理由は自己住宅建築のための売買となっております。

申請地は，足高字鷲ノ台１３４８番３，地目は登記，現況とも畑，面積は４４０㎡でご

ざいます。 

続きまして受付番号３番，申請理由は自己住宅建築のための売買となっております。

申請地は，足高字鷲ノ台１３４８番２，地目は登記，現況とも畑，面積は４９７㎡でご

ざいます。 

続きまして受付番号４番，申請理由は自己住宅建築のための売買となっております。

申請地は，谷井田字南耕地１１５６番，地目は登記，現況とも田，面積は３００㎡でご

ざいます。 

続きまして受付番号５番，申請理由は農作業所建築のための賃貸借となっております。

申請地は，南太田字薬師前１３８５番１の一部，地目は登記，現況とも畑，面積は４７

７．３５㎡でございます。 

続きまして受付番号６番，申請理由は自己住宅建築のための使用貸借となっておりま

す。申請地は，中原字中原４４番４，地目は登記，現況とも畑，面積は１２㎡，中原字

中原４４番５，地目は登記，現況とも畑，面積は４８７㎡，合計２筆４９９㎡でござい

ます。 

続きまして受付番号７番，申請理由は自己住宅建築のための売買となっております。

申請地は，福岡字花輪前９３７番１，地目は登記，現況とも畑，面積は３１５㎡，福岡

字花輪前９３８番１，地目は登記，現況とも畑，面積は１３５㎡，合計２筆４５０㎡で

ございます。以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  はい，それでは続いて，現地確認及び書類審査の結果をご報告いただきたいと思い

ます。まず伊奈地区について２番萓橋委員報告お願いします。 
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 １．萱橋委員 

  はい報告します。６月３日に齊藤会長，中山職務代理，菊地委員，私，事務局から

は石神補佐，大久保主査計６名で書類審査並びに現地調査を行いました。その結果を

報告します。申請理由は，事務局から話があったように，農地一筆売買による取得の

自己住宅の建築です。申請地につきましては３ページをご覧ください。 

地図を見て左下に板橋小学校，並びに板橋不動尊があります。地図の右下は取手国際

ゴルフ場になります。地図の下の中央部に板橋の郵便局があります。板橋の郵便局から

道路を遡っていくと，地図の端に旧勘兵衛新田住宅があります。住宅入口の信号手前に

位置します。３９２㎡のこの現況畑を購入して自己住宅を新築するという内容です。申

請地は，水道，下水道管が埋設されている道路の沿道の区域であって，容易にこれらの

設備を利用することができます。かつ申請地からおおむね５００メートル以内に２以上

の医療施設があることから３種農地と判断いたします。関係法令との調整も行っており，

自己住宅建築のための許可要件を満たしているものと考えます。 

続いて受付番号２番について説明いたします。２番と３番は隣り合わせた申請地です

のであわせて説明したいと思います。地図は４ページをご覧下さい。申請の理由はどち

らも農地，畑を売買によって購入して自己住宅を新築するという案件です。 

場所について説明します。４ページの地図ですが東小学校の道路を隔てた裏側，隣り

合わせの畑２枚分となっております。申請地の農地区分は，おおむね１０ｈａ以上の規

模の一団の農地の区域内にある農地であるため１種農地と判断します。関係法令との調

整も行っており，自己住宅を建築するための許可要件を満たしていると考えます。 

続きまして受付番号４番について説明いたします。谷井田南耕地の現況田んぼ３００

㎡を売買によって取得して自己住宅を新築する案件です。地図は５ページをご覧くださ

い。左下が二三成橋方向となります。地図の上が谷井田小学校の方向を示していまして，

その中間地点，道路より約１００ｍ位入った左側が対象申請地となっています。 

申請地は，おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地であるため

１種農地と判断いたします。関係法令との調整も行っており，自己住宅を新築するため

の許可要件を満たしております。 

続いて受付番号５番，地図は６ページをご覧下さい。申請内容は畑を賃貸借によって

借り受けて農作業場を作るという内容です。申請地の農地区分は，おおむね１０ｈａ以

上の規模の一団の農地の区域内にある農地であるため１種農地として判断いたします。 

関係法令との調整も行っており，農作業所を建築するための許可要件を満たしていると

考えます。以上ご報告し，皆さんのご審議をお願いしたいと思います。以上です。 
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１．議 長（齊藤会長） 

はい，ありがとうございました。続いて谷和原地区について，３番飯泉委員報告お願

いします。 

 

１．飯泉委員 

はい，同じく６月３日午後に齊藤会長，矢口委員，私，事務局より岩本局長，大久保

主査で書類審査と現地調査を行いました。その結果について報告致します。 

まず受付番号６番，こちらについては土地を使用賃貸しての自己住宅建築になります。

地図は７ページになります。現地はこちら谷和原庁舎から谷田部方向に向かう土浦野田

線のみらい平地区信号のさらに東側のファミリーマートのある信号を左折して北方向

に向かいます。そして高架をくぐってすぐにある伊左衛門新田の集落センターを右折し

た住宅の横になります。こちらの住宅は貸主の住宅ですが，そこに隣接した農地になり

ます。申請地の農地区分は，おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある

農地であるため１種農地と判断いたします。申請者は，申請地２筆 ４９９㎡を利用し，

自己住宅を建築する計画となっております。関係法令，関係機関との調整も行っており，

自己住宅を建築するための許可要件は満たしていると考えます。 

続きまして受付番号７番，地図は８ページになります。こちらの現地は，福岡小学校

がございますが，福岡小学校の裏側から西側に向かう田んぼ地帯に下りる道路，小学校

より約２００ｍ西方向に向かった隣に接骨院がございますが，そこの隣の農地になりま

す。こちらの周辺地の農地区分は，おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内

にある農地であるため１種農地と判断いたしました。申請者は，申請地２筆，手前が９

３７－１の３１５㎡とさらに奥にあります９３８－１の１３５㎡合わせて４５０㎡を

利用して自己住宅を建築する計画となっております。関係法令，関係機関との調整も行

っており，自己住宅を建築するための許可要件をすべて満たしていると考えます。皆さ

ん各委員のご審議をお願いいたします。以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

はい，ありがとうございました。現地確認及び書類審査の報告が終わりましたのでこ

れより審議いたします。まず受付番号１番についてご質問のある方の挙手を求めます。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので受付番号２番についてご質問のある方お願いします。 

（挙手なし） 
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１．議 長（齊藤会長） 

続いて受付番号３番についてご質問のある方お願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて受付番号４番についてご質問のある方お願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので受付番号５番についてご質問のある方お願いします。 

（挙手あり） 

はい，矢口委員。 

 

１．矢口委員 

農事法人みらいの光の代表石川仁一さん，大体の営農規模をわかる範囲でお願いしま

す。 

 

１．事務局（大久保主査） 

借入地が約１３ヘクタールになります。 

 

１．矢口委員 

全部借入ですか。 

 

１．事務局（大久保主査） 

そうです。個人がみらいの光に貸しており借入地の扱いになります。 

 

１．矢口委員 

経営規模，人数は何人くらいですか。 

 

１．事務局（大久保主査） 

理事が２人になっています。 

 

１．議 長（齊藤会長） 
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それでは詳しい方に説明してもらいましょう。去年まで同じ組合でやっていました，

中山職務代理に分かる範囲で教示願います。 

 

１．中山職務代理 

今，代表をやっている石川さんと，今回申請地に上がっている宮本さんと，もう一人，

３人だと思います。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

よろしいですか。 

 

１．矢口委員 

はい。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

その他ご質問ありますか。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので，続いて受付番号６番についてご質問のある方お願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので，受付番号７番についてご質問のある方お願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。 

   議案第１号について，原案のとおり許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はいありがとうございます。全員賛成により議案第１号につきましては，原案のとお

り許可することに決定いたしました。 
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１．議 長（齊藤会長） 

続いて議案第２号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」を議題と

いたします。事務局の説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

はい，議案第２号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」をご説明

いたします。今月の農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請は６件となってお

ります。９ページをご覧ください。 

受付番号１番，申請地は，小張字小張４５４５番，地目は登記，現況とも田，面積３，

７００㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号２番，申請地は，南太田字明神脇４９６番１，地目は登記，現況

とも畑，面積１，５３７㎡，南太田字半塚山７０６番，地目は登記，現況とも畑，面積 

３，０６１㎡，合計２筆４，５９８㎡の自作地，契約内容は贈与となっております。 

   続きまして受付番号３番，申請地は，小張字愛宕３２４４番１，地目は登記，現況

とも畑，面積５２３㎡，小張字愛宕３２４５番３，地目は，登記 宅地，現況 畑，面

積は３２㎡，小張字東耕地４９４７番，地目は登記，現況とも畑，面積１，６０６㎡，

小張字東耕地４９８４番，地目は登記，現況とも畑，面積２，２４９㎡，小張字東耕

地４９８５番，地目は登記，現況とも畑，面積８０２㎡，小張字東耕地５１４０番， 

地目は登記，現況とも畑，面積７１６㎡，小張字東耕地５１４１番，地目は登記，現

況とも畑，面積８５４㎡，小張字東耕地５１８９番１，地目は登記，現況とも畑，面

積２，７７８㎡，合計８筆 ９，５６０㎡の自作地，契約内容は贈与となっておりま

す。 

続きまして受付番号４番，申請地は，平沼字平沼４７４番，地目は登記，現況とも田，

面積３，７４２㎡，平沼字平沼４７５番，地目は登記，現況とも田，面積９８０㎡，合

計２筆４，７２２㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号５番，申請地は，日川字日川１７２６番，地目は登記，現況とも

田，面積３，１００㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

続きまして受付番号６番，申請地は，日川字日川１７２７番，地目は登記，現況とも

田，面積６２０㎡，日川字日川１７２８番，地目は登記，現況とも田，面積３，２００

㎡日川字日川１７２９番，地目は登記，現況とも田，面積４７０㎡，日川字日川１６４

４番，地目は登記，現況とも田，面積３，０００㎡，日川字日川１６４５番，地目は登

記，現況とも田，面積６８６㎡，合計５筆７，９７６㎡の自作地，契約内容は売買とな

っております。農地法第３条第２項各号につきましては，別紙「農地法第３条調査書」

をご覧ください。以上です。 
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 １．議 長（齊藤会長） 

  はい続いて，現地確認及び書類審査の結果をご報告いただきたいと思います。まず

伊奈地区について７番菊地委員報告お願いします。 

 

１．菊地委員 

それでは農地法第３条の規定による所有権移転の許可について６月３日午前９時よ

り行いました，書類審査並びに現地調査について報告します。メンバーは齊藤会長，中

山職務代理，萓橋委員，私，事務局からは石神補佐，大久保主査計６名で行いました。 

受付番号１番地図は１１ページになります。現地は現在作付けされていませんでした

が，水田として管理されていました。申請者は自作地約３９７アールを耕作しており，

世帯員の常時従事者は２名で，水稲・野菜を作付する農家です。申請地は，登記現況と

も田，１筆３，７００㎡で規模拡大のため，農地中間管理機構の特例事業を利用し，売

買により譲り受け，水稲を作付する予定です。 

続きまして受付番号２番，地図は１２ページになります。現地は，地図の右側の申請

地の方は現在作付けしていない状況で雑木がありました。左側は畑として利用されて管

理されておりました。申請者は自作地約５７アールを耕作しており，世帯員の常時従事

者は１名で，野菜を作付する農家です。申請地は，登記現況とも畑２筆４，５９８㎡を

規模拡大のため贈与により譲り受け，野菜を作付する予定です。 

続きまして受付番号３番，地図は１３ページになります。現在はいずれもきれいに管

理されておりました。申請者は自作地約９５アールを耕作しており，世帯員の常時従事

者は２名で，水稲・麦・野菜を作付する農家です。申請地は，登記現況とも畑７筆９，

５２８㎡，登記 宅地，現況 畑，１筆３２㎡の合計８筆９，５６０㎡を規模拡大のため

贈与により譲り受け，麦・野菜を作付する予定であります。 

以上のことから，１番から３番については，農機具等も所有しており，農地法第３条

第２項各号には該当しないため，許可要件のすべてを満たしていると考えますので，許

可しても差し支えないと思われます。各委員のご審議をお願いいたします。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい，ありがとうございました。続いて谷和原地区について，９番矢口委員報告お願

いします。 

 

１．矢口委員 

６月３日午後，事務局より岩本局長，大久保主査，そして齊藤会長，飯泉委員，私に
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て書類審査と現地調査を行いました。その結果について報告致します。 

受付番号４番，地図は１４ページになります。丁度ＪＡホールを左に入り平沼地区に

入ってハウスが並んでいる通りで水稲が作付けされていた土地でございます。申請者は，

自作地と借入地あわせて約２，４４１アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は４

名で，水稲・陸稲を作付する大きな農家です。申請地は，登記現況とも田，２筆４，７

２２㎡で規模拡大のため，農地中間管理機構の特例事業を利用し，売買により譲り受け，

水稲を作付する予定です。 

続きまして受付番号５番，６番は譲受人が同一人となりますので，一括して説明いた

します。地図は１５ページになります。十和小学校から日川集落に入った丁度右側にな

ります。申請者は自作地約１９０アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は４名で，

水稲・野菜を作付する農家です。申請地は，登記現況とも田６筆１１，０７６㎡を規模

拡大のため売買により譲り受け，水稲を作付する予定です。以上のことから，４番，５

番については，農機具等も所有しており，農地法第３条第２項各号には該当しないため，

許可要件のすべてを満たしていると考えますので，許可しても差し支えないと思われま

すので，各委員のご審議をお願いいたします。以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

はい，ありがとうございました。現地確認及び書類審査の報告が終わりましたので早

速審議します。まず受付番号１番についてご質問のある方の挙手を求めます。 

（挙手あり） 

はい，飯泉委員。 

 

１．飯泉委員 

はい，３番飯泉です。農地の売買に関しまして公社を使った特例事業ということで売

買をした方が有利になると思うのですが，この特例事業というのは前に説明を受けた気

がするのですが，再度確認させていただきますと，単純な田んぼを作るだけでも特例事

業に当たるのでしょうか。あと特例事業は別途それに付随した事業内容がないと公社の

方が中間に入らないのでしょうか。 

 

１．事務局（石神事務局長補佐） 

私の方から説明します。こちらの売買事業，中間管理機構を通じての売買になります

が，まず条件がございまして，この事業を使えるのが農振農用地であるということと，

農業者が今回の売買を含み当市の基準面積２１９アールの耕作面積がないとこの事業

のは利用できません。メリットとしましては土地の譲渡者は８００万円までは譲渡所得
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の特例控除が受けられ，買う方に関しては比較的大規模で効率的に使えることになりま

す。本来田んぼの方が多いのですが田んぼだから畑だからではなく農振農用地であるこ

とが条件となっております。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

その他ございますか。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので続いて受付番号２番についてご質問のある方の挙手を求めます。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて受付番号３番についてご質問のある方お願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので，受付番号４番についてご質問のある方，挙手お願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて受付番号５番についてご質問のある方お願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので，受付番号６番についてご質問のある方お願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   それでは，ないようですので採決いたします。 

   議案第２号について，原案のとおり許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 
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ありがとうございます。全員賛成により議案第２号は，原案のとおり許可することに

決定いたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて議案第３号「非農地証明発行可否について」を議題といたします。事務局説明

をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

議案第３号「非農地証明発行可否について」をご説明いたします。 

今月の非農地証明願は１件となっております。１６ページをご覧ください。受付番号

１番，申請地は，上平柳字寺前８４番２，地目は登記，現況とも畑，面積１７６㎡，上

平柳字寺前８４番３，地目は登記，現況とも畑，面積２７４㎡，合計２筆４５０㎡でご

ざいます。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

それでは続いて，現地調査及び書類審査の結果をご報告いただきたいと思います。５

番中山職務代理報告お願いします。 

 

１．中山職務代理 

６月３日午前９時から行いました書類審査と現地調査について報告致します。メンバ

ーは先ほど菊地委員から報告のあったメンバーでございます。 

受付番号１番地図は１７ページになります。間宮林蔵記念館から西に約３０mの場所

になります。現地はすでに納屋が建ち，ブロック塀と生垣で囲まれている状況でした。

申請書類等を審査したところ，昭和５４年９月以前から宅地として一体利用されており

ました。以上のことから，受付番号１番につきましては，茨城県が発行している農地法

関係 事務処理の手引きに記載されている非農地証明を証明できる範囲に該当すると考

えますので，非農地証明を発行しても差し支えないと思われます。以上です 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

はい，それでは早速審議いたします。議案第３号についてご質問のある方の挙手を求

めます。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 
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ないようですので採決いたします。議案第３号について，非農地証明発行することに

賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ありがとうございます。全員賛成により議案第３号は，原案のとおり非農地証明発行

することに決定しました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計

画の決定について（利用権設定）」を議題といたします。事務局説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

はい，議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計

画の決定について（利用権設定）」をご説明いたします。１８ページの農用地利用集積

計画総括表によりご説明いたします。 

まず，新規案件といたしまして，田が４筆８，７５２㎡，畑が５筆４，７２８㎡，合

計９筆，１３，４８０㎡です。貸し手が５人で，借り手が５人となります。 

次に更新案件ですが，田が１２筆２１，０６９㎡，畑が３筆９，７０８㎡，合計１５

筆で３０，７７７㎡です。貸し手が２人で，借り手が２人となります。 

合計では，田が１６筆２９，８２１㎡，畑が８筆１４，４３６㎡，合計２４筆で，４

４，２５７㎡です。貸し手が７人で，借り手が７人となります。権利の設定開始は，令

和元年７月１日からとなります。詳細につきましては，１９ページから２０ページの農

用地利用権設定計画一覧をご覧ください。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

はい，これより審議いたしますが受付番号２番から１５番は文隨推進委員が議事参与  

の制限にあたります。２３番，２４番は矢口農業委員が議事参与の制限にあたります。

したがいまして３つに分けて審議を進めます。まず，最初に受付番号１番及び１６番か

ら２２番について審議いたします。 

ご質問のある方の挙手を求めます。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 
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   ないようですので採決いたします。受付番号１番及び１６番から２２番について   

賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ありがとうございます。全員賛成により受付番号１番及び１６番から２２番について

は，原案のとおり決定いたしました。 

続いて受付番号２番から１５番について審議いたします。文隨推進委員の退席を求め

ます。 

（文隨推進委員退席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

それでは審議いたします。受付番号２番から１５番につてご質問のある方の挙手を求

めます。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。 

   受付番号２番から１５番につて賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はいありがとうございます。全員賛成により，原案のとおり決定いたしました。文隨

推進委員の入席をお願いします。 

（文隨推進委員入席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて受付番号２３番，２４番について審議いたします。矢口農業委員さんの退席を

求めます。 

（矢口委員退席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

それでは審議します。２３番，２４番についてご質問のある方の挙手をお願いします。 

（挙手なし） 
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１．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。２３番，２４番について原案のとおり賛成の方

の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はいありがとうございます。全員賛成により，２３番，２４番について原案のとおり

決定することに致します。矢口委員の復席をお願いします。 

（矢口委員復席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

以上審議の結果，議案第４号は全件原案のとおり決定いたしました。資料の（案）を

削除お願います。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

つづいて議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 

 用集積計画の決定について（中間管理事業）」を議題といたします。 

   事務局説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決

定について（中間管理事業）」をご説明いたします。２１ページの農用地利用集積計画

総括表によりご説明いたします。 

新規案件のみとなります。田が９筆１８，９２９㎡，畑が１０筆，９，９７９㎡，合

計１９筆，２８，９０８㎡です。貸し手が５人，借り手が１団体となります。権利の設

定開始は，令和元年７月１日からとなります。詳細につきましては，２２ページの農用

地利用権設定計画一覧（農地中間管理事業）をご覧ください。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，事務局の説明が終わりましたので。これより一括して審議いたします。 

   議案第５号について，ご質問のある方の挙手を求めます。 

  （挙手なし） 
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１．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。 

   議案第５号について，原案のとおり決定することに賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい，ありがとうございます。全員賛成により議案第５号は，原案のとおり決定いた

しました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  続いて，議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定

による農用地利用配分計画（案）の意見聴取について」を議題といたします。 

   事務局説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保主査） 

議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用

地利用配分計画（案）の意見聴取について」をご説明いたします。 

２３ページの農用地利用集積計画総括表によりご説明いたします。新規案件のみとな

ります。田が９筆，１８，９２９㎡，畑が１０筆，９，９７９㎡，合計１９筆，２８，

９０８㎡です。貸し手が５人，配分を受ける者が３人となります。 権利の設定開始は，

令和元年７月１日からとなります。詳細につきましては，２４ページの農地中間管理事

業農用地利用配分計画一覧をご覧ください。以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

はい，これより審議をしてまいりますが受付番号１２番から１９番は中山職務代理が

議事参与の制限にあたります。したがいまして２つに分けて審議を進めます。まず，最

初に受付番号１番から１１番についてご質問のある方の挙手をお願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ないようですので採決いたします。１番から１１番について，承認される方の挙手を

お願します。 

（全員挙手） 
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１．議 長（齊藤会長） 

はいありがとうございます。全員賛成により１番から１１番は承認されました。 

続いて１２番から１９番を審議いたします。中山職務代理の退席をお願いします。 

（中山職務代理退席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

それでは１２番から１９番を審議します。ご質問のある方の挙手をお願いします。 

（挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。１２番から１９番について承認される方の挙手

をお願いします。 

（全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はいありがとうございます。全員賛成により１２番から１９番は原案のとおり承認す

ることに決定いたしました。中山職務代理の復席をお願いします。 

（中山職務代理復席） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   議案は以上でございます。続いて報告事項に入ります。報告事項３件を一括して事

務局より説明をお願いします。 

 

１．事務局（石神事務局長補佐） 

   はい，それでは報告事項は２５ページからになります。「農地法第５条の規定による 

市街化区域内農地の転用届出に対する専決処分について」今回，専決処分したものは１

件になります。受付番号１番，小絹地区の登記畑，現況雑種地の１筆，面積は５８７㎡

です。自己住宅建築のための売買となります。 

   続きまして，「農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書について」議案書

は２６ページになります。今回の合意解約は３件となっております。解約の理由です

が上記２件は贈与により所有者の後継者及び所有者自身が今後耕作するとのことです。

残り１件は高齢で体調不良により借人が耕作できないため市内の所有者が今後耕作し

ていくとのことです。最後に「制限除外の農地の移動届について」です。議案書２７

ページになります。今回１件の届け出があり内容は市が行う福岡地区の道路整備事業
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となります。報告案件は以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   以上，報告終わりましたので本日の議題はすべて終了しました。以上をもちまして

本総会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 


